
＜不在者投票（滞在）のながれ＞ 

草津市 

選挙管理委員会

滞在地の 

選挙管理委員会

草津市（名簿登録地） 他市町村（滞在地） 

選挙人が、不在者投票宣誓書兼請求書で投票

用紙と封筒を請求する。（直接持参、郵送または

オンライン請求） 

 

草津市選挙管理委員会が、投票用紙、封筒等の

必要書類を交付する。（直接交付または郵送） 

 

選挙人は、滞在地の選挙管理委員会

へ行き、不在者投票をする。 

（不在者投票証明書の入った封筒は絶対に

自分で開封しないでください。開封され

ると投票できません。） 

 
滞在地の選挙管

理委員会から草津市

選挙管理委員会に投

票用紙が郵送され

る。 

 

草津市の各投票所

投票用紙が

各投票所へ送ら

れ投票される。 

 


